
弘前市総合評価落札方式実施要領 

 

 

 （趣旨） 

第１条 この要領は、別に定める「弘前市条件付き一般競争入札実施要領」に基づく入札

のうち、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「政令」という。）第１６７

条の１０の２の規定に基づき、建設工事（建設業法（昭和２４年法律第１００号。以下

「法」という。）第２条第１項に規定する建設工事をいう。以下同じ。）に関して競争入

札を実施する場合に、価格及び価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する方

式（以下「総合評価落札方式」という。）の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

 （対象工事） 

第２条 総合評価落札方式の対象工事は、次の各号のいずれかに該当する工事のうち、価

格及び価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定することが適当と認められる建

設工事とする。 

  ただし、市長が特に認める場合は、対象工事としないことができるものとする。 

（１）設計金額が４千万円以上の土木一式工事 

（２）設計金額が５千万円以上の建築一式工事 

（３）設計金額が３千万円以上の電気工事 

（４）設計金額が３千万円以上の管工事 

 

 （学識経験者の意見聴取等） 

第３条 市長は、次に掲げる場合には、政令第１６７条の１０の２第４項及び第５項並び

に地方自治法施行規則（以下「施行規則」という。）第１２条の４の規定に基づき、２名

以上の学識経験者の意見を聴取しなければならない。 

（１）落札者決定基準を定めようとするとき。なお、当該落札者決定基準に基づいて落札

者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴

くものとする。 

（２）落札者決定基準の意見聴取において、当該落札者決定基準に基づいて落札者を決定

しようとするときに、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合の落札

者を決定しようとするとき。 

 

 （公告事項） 

第４条 対象工事の入札公告については、弘前市契約規則第６条第１０号のその他必要と 

認める事項として、次に掲げる事項を公告するものとする。 

（１）当該工事が総合評価落札方式の対象工事であること 



（２）落札者決定基準 

（３）提出を求める資料の内容及び提出期限 

（４）その他必要と認める事項 

 

 （入札参加資格審査申請） 

第５条 対象工事の入札に参加しようとする者は、「弘前市条件付き一般競争入札実施要

領」第６条に定める申請書（様式第１号）のほか、同条第１号の書類及び同条第５号の

その他市長が必要と認める書類として次に掲げる資料のうち、公告に定めるものを提出

するものとする。 

（１）企業技術評価調書（様式１） 

（２）配置予定技術者調書（総合評価用）（様式２） 

（３）その他必要と認める資料 

２ 前項に掲げる資料の提出期限後における内容変更、差替え、再提出は認めないものと

する。 

３ 資料の作成及び提出に要する費用は、申請者の負担とする。 

 

 （落札者決定基準） 

第６条 市長は、政令第１６７条の１０の２第３項に規定する落札者決定基準として、評

価基準、評価の方法、落札者の決定方法等を定めるものとする。 

 

 （評価の基準） 

第７条 前条に規定する評価基準は、次の各号に掲げる項目等について定めるものとする。 

（１）評価項目 

   当該工事の目的及び内容に応じて設定するものとする。 

（２）得点配分 

   各評価項目に対する得点配分は、その必要度及び重要度に応じて定めるものとする。 

（３）技術評価点 

   入札参加資格者が提出した資料を基に各評価項目を点数化した得点の合計点とする。 

（４）配点基準価格 

   入札参加資格者が入札した価格のうち、制限内（最低制限価格（弘前市建設工事最

低制限価格制度要領第２条に規定する最低制限価格をいう。）と同様に計算した数値

（以下「基準数値」という。）以上、予定価格以内）の最低入札価格をいう。 

   ただし、全ての入札価格が基準数値を下回った場合は、基準数値を配点基準価格と

する。 

（５）価格評価点 

   配点基準価格を入札参加資格者が入札した価格で除して得た数値に価格評価点の配



点８５点を乗じて得た点数とする。（小数点以下第４位切捨て） 

   ただし、入札参加資格者が入札した価格が配点基準価格未満の場合は、価格評価点

の配点８５点に配点基準価格を入札価格で除して得た数値から１を引いたものに３を

乗じて１を加えた数値で除して得た点数とする。 

 

 （入札価格が配点基準価格以上の場合） 

 【価格評価点＝配点（８５点）×（配点基準価格／入札価格）】 

 （入札価格が配点基準価格未満の場合） 

 【価格評価点＝配点（８５点）／｛１＋（配点基準価格／入札価格－１）×３｝】 

 

 （評価の方法） 

第８条 第６条に規定する評価の方法は、入札参加資格者の技術評価点に、価格評価点を 

加えて得た数値をもって行うものとする。 

 【評価値＝技術評価点＋価格評価点】 

 

 （落札者の決定方法） 

第９条 第６条に規定する落札者の決定方法は、入札価格が予定価格の制限の範囲内にあ 

 る者のうち、評価値が最も高い者を落札者とするものとする。なお、総合評価落札方式

による入札においては、最低制限価格を設定しないものとする。 

２ 評価値の最も高い者が２名以上ある場合は、弘前市電子入札実施要領第２条第６号に

規定する電子くじにより落札者を決定するものとする。 

３ 前項の規定による電子くじの手続が困難な場合は、別途市長が指定する場所及び日時

において電子くじ以外のくじにより決定するものとする。この場合においては、当該入

札者にくじを引かせ、当該入札者がくじを引くことができない場合は、当該入札事務に

関係のない職員にくじを引かせるものとする。 

４ 前２項の規定にかかわらず、第３条第２号の規定に基づき落札者の決定に当たって学

識経験者の意見を聴取する場合は、当該意見聴取の結果を勘案し、落札者を決定するも

のとする。 

５ 落札者を決定後、契約締結前までに落札者が落札決定取消しとなった場合は、落札者

の次に評価値が高い者を落札者とするものとする。 

 

 （評価内容の担保措置等） 

第１０条 落札決定後、配置予定技術者の変更は認めないものとする。ただし、病気、死

亡、退職等の極めて特別な理由により配置予定技術者を変更する場合には、事前に変更

の承認を得た上で当初の配置予定技術者と同等以上の資格等を有する者を設置しなけれ

ばならないものとする。 



２ 落札決定後、契約締結前までに落札者が技術者を設置できないことが明らかとなった

場合、落札決定を取り消すこととする。 

３ 入札参加資格審査申請に係る資料に、虚偽記載等明らかに悪質な行為があった場合に

は、落札決定取消し又は契約の解除等を行うこととする。 

４ 前２項の規定により、落札決定取消し又は契約の解除等を行った場合、指名停止等の

措置を講じることとする。 

 

 （入札結果の公表） 

第１１条 市長は、対象工事の入札結果について、落札決定後速やかに公表するものとす

る。 

 

 （弘前市条件付き一般競争入札実施要領の適用） 

第１２条 本要領に規定する事項以外は、弘前市条件付き一般競争入札実施要領の規定を

適用するものとする。 

 

  附 則 

 この要領は、平成２５年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この要領は、平成２５年１１月１４日から施行する。 

  附 則 

 この要領は、平成２６年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この要領は、平成２７年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要領は、平成２９年４月１日から施行する。 

 附 則 

この要領は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成３０年６月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 



この要領は、令和４年４月１日から施行する。 



太枠の中は全て記載してください。

工事名称

発注者名

工事場所

請負代金額

工期

受注形態　　　　単体　　

工事概要

対象工事件数 件

成績評定点の平均 点（小数点以下切り捨て）

表彰の有無 　有 　無

表彰名

表彰工事名称

表彰年月日

　有 　無

　有 　無

　有 　無

　有 　無

　有 　無

　有 　無

除雪業務委託契約の
締結状況

締結の有無 　有 　無 ／0.3

道路除雪業務優良表彰 表彰の有無 　有 　無 ／0.2

技術者の雇用状況 技術職員数 名 ／1.0

優良工事表彰

平成　　年　　月　　日～平成　　年　　月　　日

弘前市消防団協力
事業所制度の認定状況

※協定等を締結していることが確認できる資料を添付

※施工実績を証明する書類を添付
　（工事請負契約書の写し、コリンズ登録確認書の写し等）
※弘前市発注工事の場合、原則添付不要

地
域
貢
献

企
業
の
施
工
能
力

弘前市移住応援企業認定制度の認定の有無

円

ひろさき健やか企業認定制度の認定の有無

認定の有無
令和　　年　　月　　日

本市施策への貢献

締結の有無
防災協定等の

締結状況

／1.0

施工実績

国、県又は市町村発注
工事、その他の公共工
事発注機関、及び民間
工事の順で最も上位の
同種工事における施工
実績を記載すること。

※本調書が同一年度中に既に弘前市へ提出した調書の記載内容と相違がない場合に限り、添付書類を省略できます。

／1.0

／1.0

有効期限：　

　　　共同企業体（出資比率　　％）

弘前市子育て応援企業認定制度の認定の有無

弘前市女性活躍推進企業認定制度の認定の有無

工事成績

様式１（第５条関係） 企 業 技 術 評 価 調 書

／1.5

／3.0

▼自己採点欄

商 号 又 は 名 称



太枠の中は全て記載してください。

配置予定技術者 技術者氏名

工事名称

発注者名

工事場所

請負代金額

工期

受注形態　　　　単体　　

従事職務名

従事期間

工事概要

法令による
資格

　有 　無

表彰の有無 　有 　無

表彰名

表彰工事名称

表彰年月日

▼市担当者記入欄

※本調書が同一年度中に既に弘前市へ提出した調書の記載内容と相違がない場合に限り、添付書類を省略できます。

平成　　年　　月　　日

／0.5優良工事技術者表彰

講習修了年月日　：

監理技術者
資格

／2.0

※資格を証明する書類の写し及び雇用を確認できる書類の写しを添付
　監理技術者資格者証の交付を受けている場合は、監理技術者資格者証
　及び監理技術者講習修了証の写しを添付

資格者証有効期限：

配
置
予
定
技
術
者
の
能
力

平成　　年　　月　　日～平成　　年　　月　　　日

※施工実績を証明する書類を添付
　（工事請負契約書の写し、コリンズ登録確認書の写し 等）
※記載した工事に係る技術者として従事したことの確認資料を添付
　（コリンズ登録確認書の写し 等）
※弘前市発注工事の場合、原則添付不要

様式２（第５条関係） 配置予定技術者調書（総合評価用）

令和　　年　　月　　日

施工実績

国、県又は市町村発注
工事、その他の公共工
事発注機関、及び民間
工事の順で最も上位の
同種工事における施工
実績を記載すること。

▼自己採点欄

平成　　年　　月　　日～平成　　年　　月　　　日

円

　　　共同企業体（出資比率　　％）

商 号 又 は 名 称

保有資格 ／2.0


